
　建築基準法では建築確認や完了検査により、建築物や昇降機等（以下「建築物等」という）を使用
する前に、その適法性をチェックする制度を定めています。
　また、建築物等の使用を開始された後も、引き続き適法な状態を確保し続けることが重要であるこ
とから、不特定の皆様が利用する建築物等の施設は、劣化の状況や適法性を調査・検査し、定期的

（1~3 年ごと）に行政へ報告することが義務付けられています。
　これが「定期報告制度」です。
　この建築物等の調査や検査は、建築士等の有資格者でなければ実施できないとされております。
　施設所有者（管理者）の皆様には、施設を利用される皆様が安心して利用出来ますよう、定期報告
を的確に実施されますようお願いいたします。
　行政に対して報告がなされた場合、建築物等の安心のシンボルマークとして、施設所有者等の皆様
の求めに応じて「定期報告済ステッカー」を発行しておりますので､ご活用をお願いいたします。

( 一社 ) 建築防災ながの　　　　　理事長　尾台荘悟

　　　　　建築基準法による定期報告制度と
安心のシンボルマーク『定期報告済ステッカー』の表示

( 一財 ) 長野県建築住宅センター　理事長　矢澤　博

　　　　　建築基準法による定期報告制度と
安心のシンボルマーク『定期報告済ステッカー』の表示
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  3. 日頃から注意、点検を

1  特定建築物の定期調査報告
建築物の定期調査報告を行いましょう

建築物の外壁は安全ですか

特定建築物 定期調査報告マーク

建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減した
り、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。建築物の適正な維持保全は、省エネルギー、地球資
源の問題からも今後大変重要な事項です。

定期報告制度について 1

1 敷地及び地盤 地盤、敷地、敷地内通路、塀、擁壁

2 建築物の外部 基礎、土台、外壁

3 屋上及び屋根 屋上面、屋上周り、屋根、機器及び工作物

4 建築物の内部 防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、懸垂物等、採光、
換気、アスベスト

5 避難施設等 通路、廊下、出入口、屋上広場、バルコニー、階段、排煙設備、
その他

6 その他 避雷設備、煙突、その他

定期調査の対象範囲

国及び特定行政庁が定めた建築物（特定建築物）の所有者・管理者は、敷地・構造等の状況を特定建築物調査員等に調査さ
せ、特定行政庁に報告する義務があります。建築物の安全のため、定期調査報告を行いましょう。

外壁は、年数が経過すると老朽化し、
そのまま放置すると外壁の落下により
思わぬ事故が発生します。日頃からの
点検などにより、外壁に異常が認められた
時は、特定建築物調査員、又は建築仕上
診断技術者（ビルディングドクター）等
の専門家に相談しましょう。

特定建築物 定期調査報告マーク

建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減した
り、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。建築物の適正な維持保全は、省エネルギー、地球資

定期報告制度について 1

防火区画、壁、床、天井、防火設備、照明器具、懸垂物等、採光、

通路、廊下、出入口、屋上広場、バルコニー、階段、排煙設備、

国及び特定行政庁が定めた建築物（特定建築物）の所有者・管理者は、敷地・構造等の状況を特定建築物調査員等に調査さ
せ、特定行政庁に報告する義務があります。建築物の安全のため、定期調査報告を行いましょう。
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防火設備が適切に閉まりますか

2  防火設備の定期検査報告

火事が発生したときに、防火扉や防火シャッターの作動不良及び防火設備の周辺部に放置された物品等により扉等が適切に
閉まらない場合、火災による被害を大きくする原因となります。防火設備は、火災による火や煙の被害を最小限に食い止める
とともに安全な避難を確保するための重要な設備です。

防火設備の定期検査の時期が来たら、防火設備検査員に相談しましょう。

1
1 防火扉

2 防火シャッター

3 耐火クロススクリーン

4 ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備

定期検査の対象範囲

※定期検査の対象は、火災時に煙や熱で感知して閉まる防火
設備です。 防火設備 定期検査報告マーク

火事が発生したときに、防火扉や防火シャッターの作動不良及び防火設備の周辺部に放置された物品等により扉等が適切に
閉まらない場合、火災による被害を大きくする原因となります。防火設備は、火災による火や煙の被害を最小限に食い止める

防火設備の定期検査の時期が来たら、防火設備検査員に相談しましょう。

防火設備 定期検査報告マーク

換気設備や給排水設備に係る事故を防ぐとともに、排煙設備、非常用の照明装置が、地震・火災等の非常時に適確に機能す
るために、これらの日常点検や定期検査を実施することが大切です。建築設備に異常が認められた時は、建築設備検査員、
又は建築設備診断技術者（ビルディングドクター）等の専門家に相談しましょう。

定期検査の時期が来たら、建築設備検査員等に検査させ、定期検査報告済証を掲示しましょう。

建築設備 定期検査報告マーク

定期報告制度について 1

7

建築設備はきちんと機能しますか

3  建築設備の定期検査報告

換気設備や給排水設備に係る事故を防ぐとともに、排煙設備、非常用の照明装置が、地震・火災等の非常時に適確に機能す
るために、これらの日常点検や定期検査を実施することが大切です。建築設備に異常が認められた時は、建築設備検査員、
又は建築設備診断技術者（ビルディングドクター）等の専門家に相談しましょう。

定期検査の時期が来たら、建築設備検査員等に検査させ、定期検査報告済証を掲示しましょう。

建築設備 定期検査報告マーク

定期報告制度について

1 換気設備

2 排煙設備

3 非常用の照明装置

4 給水設備及び排水設備

定期検査の対象範囲

※定期検査の対象は、特定行政庁が
指定している建築設備となります。

昇降機の日常の維持管理を怠ると、エレベーターの中に閉じ込められるなどの思わぬ事態や重大事故が発生する恐れがあり
ます。日常の点検と定期検査を実施することが大切です。検査を行った昇降機については、右下に示すマークを付した「昇降

昇降機等 定期検査報告マーク

1
エレベーター、エスカレーターは安全ですか

4  昇降機の定期検査報告

昇降機の日常の維持管理を怠ると、エレベーターの中に閉じ込められるなどの思わぬ事態や重大事故が発生する恐れがあり
ます。日常の点検と定期検査を実施することが大切です。検査を行った昇降機については、右下に示すマークを付した「昇降
機等定期検査報告済証」が配布されるので、昇降機に掲示しましょう。

エレベーター等の安全性を維持するために

特 定建築 物

防 火 設備

建 築 設備

昇 降 機等

建築物は適切に維持保全されていますか？
の定期調査報告

廊下、階段等に物を存置すると、避難時に支障をきたします。
外壁や広告板は老朽化により落下し、思わぬ事故につながる恐れがあります。
日頃の点検と定期調査を実施し、調査報告済証を掲示しましょう。

　　特定建築物
定期調査報告マーク

の定期検査報告

の定期検査報告

の定期検査報告

防火設備が適切に閉まりますか？
防火シャッターなどの防火設備は、火災による火や煙の被害を最小限に
食い止めるとともに安全な避難を確保するための重要な設備です。
防火設備の定期検査を実施し、検査報告済証を掲示しましょう。

　　防火設備
定期検査報告マーク

　　建築設備
定期検査報告マーク

　　昇降機等
定期検査報告マーク

建築設備は安全に機能しますか ?
換気設備、排煙設備、非常用照明、給排水設備の事故防止のため、日頃の
点検と定期検査を実施し、検査報告済証を掲示しましょう。

エレベーター、エスカレーター等は安全ですか？
昇降機等の日常の維持保全を怠ると、エレベーターの中に閉じ込められる
などの思わぬ事故が発生します。
日常の点検と定期検査を実施し、検査報告済証を掲示しましょう


